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令和３年（あ）第５４号 強盗致傷，犯人隠避教唆，犯人蔵匿教唆被告事件 

令和３年６月９日 第一小法廷決定 

 

            主     文 

       本件上告を棄却する。 

       当審における未決勾留日数中６０日を本刑に算入する。 

            理     由 

 弁護人黒澤雅臣の上告趣意は，単なる法令違反，量刑不当の主張であって，刑訴

法４０５条の上告理由に当たらない。 

 なお，犯人が他人を教唆して自己を蔵匿させ又は隠避させたときは，刑法１０３

条の罪の教唆犯が成立すると解するのが相当である（最高裁昭和３５年（あ）第９

８号同年７月１８日第二小法廷決定・刑集１４巻９号１１８９頁参照）。被告人に

ついて同条の罪の教唆犯の成立を認めた第１審判決を是認した原判断は正当であ

る。 

 よって，刑訴法４１４条，３８６条１項３号，１８１条１項ただし書，刑法２１

条により，裁判官山口厚の反対意見があるほか，裁判官全員一致の意見で，主文の

とおり決定する。 

 裁判官山口厚の反対意見は，次のとおりである。 

 私は，被告人に犯人隠避・蔵匿罪の教唆犯の成立を認めることは相当でないと考

える。 

 刑法１０３条は，罰金以上の刑に当たる罪を犯した者（以下「犯人」という。）

が自ら行う蔵匿・隠避行為を処罰の対象としていない。それは，犯人が自ら逃げ隠

れしても「蔵匿」したとはいわないし，「隠避させた」という要件は犯人隠避罪に

該当する行為を行う者が犯人以外の者であることを前提としていると理解できるか

らである。このように，犯人による自己蔵匿・隠避行為は同条が定める構成要件に

該当していない。この理由として，原判決のように，それらの行為も同条の規定が
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保護する刑事司法作用に侵害を与え得るものではあるものの，犯人の刑事手続にお

ける当事者性を考慮して政策的に処罰を限定したものであるなどと説明されること

があるが，このような処罰の政策的な限定を理論的に表現したものが，「犯人には

期待可能性が認められない。」とする説明である。 

 当審判例は，犯人が他人を教唆して，自らを蔵匿・隠避させた場合は，処罰を限

定する上記立法政策の射程外であり，教唆犯として処罰の対象となるとしてきた。

それを支える根拠・理由として幾つかのことが指摘されているが，犯人が一人で逃

げ隠れするより，他人を巻き込んだ方が法益侵害性が高まるとの指摘がされること

がある。このこと自体には理由があると考えられるが，他人の関与により高められ

た法益侵害性は，教唆された正犯者を処罰することによって対応し得るものであ

り，法益侵害性の高まりから犯人を教唆犯として処罰すべきことが直ちに導かれる

わけではない。結局，正犯としてではなく，教唆者としては犯人を処罰の対象とし

得ると解することは，「正犯としては処罰できないが，教唆犯としては処罰でき

る」ことを認めるものであり，この背後には，「正犯は罪を犯したことを理由とし

て処罰され，教唆犯は犯罪者を生み出したことを理由として処罰される。」という

いわゆる責任共犯論の考え方が含まれ，犯罪の成否を左右する極めて重要な意義が

それに与えられているように思われる。このような共犯理解は，他人を巻き込んだ

ことを独自の犯罪性として捉え，正犯と教唆犯とで犯罪としての性格に重要な差異

を認めるものであり，相当な理解とはいえないであろう。なぜなら，正犯も教唆犯

も，犯罪結果（法益侵害）と因果性を持つがゆえに処罰されるという意味で同質の

犯罪であると解されるからである。このような共犯理解によれば，正犯が処罰され

ないのに，それよりも因果性が間接的で弱く，それゆえ犯罪性が相対的に軽い関与

形態である教唆犯は処罰されると解するのは背理であるといわざるを得ない。 

 以上から，私は，犯人による犯人蔵匿・隠避罪の教唆犯の成立は否定されるべき

だと考えるものである。 

(裁判長裁判官 小池 裕 裁判官 池上政幸 裁判官 木澤克之 裁判官     
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山口 厚 裁判官 深山卓也) 


